
 

資 1-9 
 

 

資料Ⅰ-5 (震災編P震-4) 

気 象 庁 震 度 階 級 関 連 解 説 表（抜粋） 

 平成21年3月改定  

 

使用にあたっての留意事項 
（１） 気象庁が発表している震度は、原則として地表や低層建物の一階に設置した震度計による観測値です。この資料は、ある

震度が観測された場合，その周辺で実際にどのような現象や被害が発生するかを示すもので、それぞれの震度に記述される

現象から震度が決定されるものではありません。 

（２） 地震動は、地盤や地形に大きく影響されます。震度は震度計が置かれている地点での観測値であり、同じ市町村であって

も場所によって震度が異なることがあります。また、中高層建物の上層階では一般に地表より揺れが強くなるなど、同じ建

物の中でも，階や場所によって揺れの強さが異なります。 

（３） 震度が同じであっても、地震動の振幅（揺れの大きさ）、周期（揺れが繰り返す時の１回あたりの時間の長さ）及び継続

時間などの違いや、対象となる建物や構造物の状態，地盤の状況により被害は異なります。 

（４） この資料では、ある震度が観測された際に発生する被害の中で、比較的多く見られるものを記述しており、これより大き

な被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合もあります。また、それぞれの震度階級で示されている全ての現象が

発生するわけではありません。 

（５） この資料は、主に近年発生した被害地震の事例から作成したものです。今後、５年程度で定期的に内容を点検し、新たな

事例が得られたり、建物・構造物の耐震性の向上等によって実状と合わなくなった場合には変更します。 

（６） この資料では、被害などの量を概数で表せない場合に、一応の目安として、次の副詞・形容詞を用いています。 

 

 

※気象庁では、アンケート調査など

により得られた震度を公表すること

がありますが、これらは「震度○相

当」と表現して、震度計の観測から

得られる震度と区別しています。 
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資料Ⅰ-6-1 

第９回地震に関する地域危険度測定調査 

 

１. 調査の目的 

   「地震に関する地域危険度測定調査」は、東京都震災対策条例第12条に基づき、以下の目

的でおおむね５年ごとに地震に関する地域の危険度（被害の受けやすさ）を科学的に測定調

査するものである。 

① 地震災害に対する都民の認識を深め、防災意識の高揚に役立てる。 

② 震災対策事業を実施する地域を選択する際に活用する。 

 

２．公表の経緯 

第１回調査結果 昭和50年に区部､昭和55年に多摩地域を公表 

第２回調査結果 昭和59年に区部､昭和62年に多摩地域を公表 

第３～９回調査結果 平成5年より、区部と多摩地域を同時に公表 

※ 直近は、令和４年９月公表 

 

３. 調査の方法 

(1) 調査の種類 

   本調査では、防災都市づくりを推進する上で、地域に内在する地震に関する危険性を把

握するための指標として、建物倒壊危険度、火災危険度、災害時活動困難係数及び総合危

険度を測定した。 

   建物倒壊危険度及び火災危険度は、地震動に起因する建物倒壊の危険性及び火災の危険

性を示す指標であり、防災都市づくりに活用しやすい指標となるよう測定した。災害時活

動困難係数は、避難や救助、消火活動などの災害時活動の必要性に対して、災害時活動に

寄与する道路基盤等の整備状況を算出したものである。総合危険度は、建物倒壊危険量及

び火災危険量を合算し、災害時活動困難係数を乗じて総合化し、地震動に起因する危険性

を総合的に測定したものである。 

(2) 調査方法 

都内の市街化区域の5,192町丁目を対象に、町丁目ごとの危険度を１から５の五段階

のランクで評価した。数値が上のランクほど危険度が高い。 

 

都内の全町丁目：5,192町丁目 

危険度ランク ５ ４ ３ ２ １ 合計 

町丁目数 85 288 822 1,653 2,344 5,192 

構成比率（％） 1.6 5.5 15.8 31.8 45.1 100 

 

４. 調査の結果 

災害時活動困難度を考慮した総合危険度において、最も危険度の高い｢ランク５ ｣となった

85の町丁目中、北砂4丁目が8番目､北砂3丁目が16番目、北砂6丁目が18番目、大島7丁目が

45番目、亀戸5丁目が61番目、東砂5丁目が69番目に位置づけられている。 

 

５. 江東区の今後の対応 

区としては、この測定結果を詳細に分析した上で、区の地域実態に即した防災対策の推進

をさらに推進していく。 

 



 

資 1-13 
 

 

６．江東区に関する調査結果(江東区町丁目数：155町丁目) 

 (1) ランク５の町丁目数及び町名 

 区内町丁目数 町    名 

建物倒壊危険度 10 
亀戸5、北砂3・4・6、千田、常盤2、東砂5、福

住1、三好2、森下5 

火災危険度 6 大島7、亀戸5、北砂3・4・6、東砂5 

総合危険度 

(災害時活動困難度考慮) 
6 大島7、亀戸5、北砂3・4・6、東砂5 

 

(2) ランク別の町丁目数内訳 

 建物倒壊危険度 火災危険度 
総合危険度 

(災害時活動困難度考慮) 

ランク５ 10 6 6 

ランク４ 30 6 12 

ランク３ 42 30 47 

ランク２ 28 45 34 

ランク１ 45 68 56 
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資料Ⅰ-6-2-1 

第９回 地域危険度図（１）建物倒壊危険度 

 
区 分 危険度ランク 

 ５ 高 

 ４  

 ３  

 ２  

 １ 低 
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資料Ⅰ-6-2-2 

第９回 地域危険度図（２）火災危険度 

 
区 分 危険度ランク 

 ５ 高 

 ４  

 ３  

 ２  

 １ 低 
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資料Ⅰ-6-2-3 

第９回 地域危険度図（３）災害時活動困難度を考慮した総合危険度 

 
区 分 危険度ランク 

 ５ 高 

 ４  

 ３  

 ２  

 １ 低 
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資料Ⅰ-7 (震災編P震-66) 

東 京 の 液 状 化 予 測 

 

《「東京の液状化予測－関東地震規模の地震動を対象にして－」東京都土木技術研究所  

(現東京都土木技術支援・人材育成センター) 発行より》 

 

１. 液状化現象と地震災害 

地下水面化の飽和した緩い砂地盤では、地震動で繰り返し荷重を受けると、砂粒子間の空隙を

満たす水圧は上昇し上載圧に達する。砂粒子は間隙水中に浮遊し、砂地盤は液体状になる。この

ような現象を液状化と言い、この時、地割れから砂や泥水の噴出が見られる。 

1995年1月17日未明、阪神地域をマグニチュード7.2の地震が直撃した。埋立地では広範囲に液

状化が発生し、ガス・上下水道などの地下埋設物、橋梁や建築物の基礎の被害、埠頭や堤防・護

岸などに大きな被害をもたらし、被害の規模をさらに大きなものにした。液状化によるライフラ

インの被害は、大都市災害対策における液状化対策の重要性を改めて示すものとなった。 

 

２. 広域を対象とする液状化予測の考え方 

地盤の液状化予測を行うにあたり使用できる情報は、図－1の3種類に区分できる。 

① 過去の地盤における対象地域内の液状化発生・非発生の情報(液状化履歴) 

② 地形分類などから得られる地形の情報と地盤図などから得られる地質の情報 

③ ボーリング地点での液状化解析から得られる情報 

  ①の情報は、②及び③の情報を利用して広域的な液状化予測を行ううえでの判断基準を与える

ものであり、その地域の液状化特性を把握する確実な情報であるが、地盤が改変されていたり、

地震規模が異なる場合、過去に液状化したところでも再び液状化するとは限らない。また、一般

には、予測対象全域を調査網羅することはできない。 

②の情報は、地域全域を覆うことができるが、地形・地質の名称や分類が地盤の液状化を対象

としたものではないため、対象とする地域の液状化特性に関連させて検討されない限り、その地

域の液状化の可能性について概略的な情報を与えるにすぎない。 

③の情報は、現状の地盤の液状化特性を定量的に表すことができるが、地点としての情報を与

えるにすぎない。広域にわたる予測では、数多くのボーリング資料の収集が必要となるが、これ

によっても全域を網羅することはできない。 

広域を対象とする地盤の液状化予測では、構造物の耐震性の検討のように対象が特定された予

測とは異なり、液状化によって引き起こされるさまざまな災害を配慮する必要がある。さらに、

地盤が地域性に富み複雑であるにもかかわらず、収集される資料は質・量ともに限定される。ボ

ーリング資料の液状化解析あるいは地形分類など個々に情報を取り上げても広域的な予測に結び

つきにくい場合が多く、限られた情報をどのように予測に結びつけ利用するかが問題となる。 

とくに、東京低地は昔からの埋土や盛土、さらに都市化による人工改変は著しく、また、表層に

分布する砂層は細粒分を多く含む。このため、東京の液状化予測では、地域特性に適した情報の

把握と予測法の検討が不可欠となる。 

 ② 地形図（土地条件図等） 

   地質図（砂層分布図等） 

 

① 過去の地震での液状化発生・非発生 

（液状化履歴） 

 

③ ボーリング地点での液状化解析結果 

液状化しやすい・しにくい 

 地形・地質の名称分類 

液状化予測手法 

 予測の判定基準 

図－１ 液状化特性の把握 


